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２００４年５月１０日 第１０回理事会 

  
  
１．日本公民館学会は、インターネット上にホームページ（以下、

学会ＨＰ）を開設する。 
  
２．学会ＨＰは、学会の活動に必要な情報を掲載する。 
  
３．学会ＨＰは、暫定的に biglobe に開設する。 
  
４．学会ＨＰの管理・編集およびデータの更新は、学会通信編集部

がこれを行う。 
  
５．学会ＨＰに掲載する記事に関する要望・提案は、学会通信編集

部に提出することができる。 
  
６．本規則は、２００４年５月２４日から施行する。 
  


